
未就学児が日常的に集団で移動する経路等における対策必要箇所

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

1/20000（A3）

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検に基づき、各道路管理者が対策を実施する箇所　①～⑪

緊急安全点検とは別に、座間市が独自に調査した結果、対策を実施する箇所　①～⑧
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